
頁 新 旧 修正理由

1

審議第１号（別紙２）

総－2 第１節

第３ 計画の構成

（略）

第１節

第３ 計画の構成

（略）

北海道地域防災計

画の修正内容を踏

まえた修正

震災対策編

（災害予防計画、災害応急対策計画、災害復旧計画）

風水害、雪害、火山災害対策編

（災害予防計画、災害応急対策計画、災害復旧計画）

事故災害対策編

（航空災害対策、鉄道災害対策、道路災害対策、危険物等

災害対策、大規模な火事災害対策、林野火災対策、大規模

停電災害対策）

旭
川
市
地
域
防
災
計
画

総則編

（計画の方針、業務大綱、市民・事業所等の責務、市の災

害環境、想定災害）

資料編

（例規、その他資料）

震災対策編

（災害予防計画、災害応急対策計画、災害復旧計画）

風水害、雪害、火山災害対策編

（災害予防計画、災害応急対策計画、災害復旧計画）

事故災害対策編

（航空災害対策、鉄道災害対策、道路災害対策、危険物等

災害対策、大規模な火事災害対策、林野火災対策）

旭
川
市
地
域
防
災
計
画

総則編

（計画の方針、業務大綱、市民・事業所等の責務、市の災

害環境、想定災害）

資料編

（例規、その他資料）



頁 新 旧 修正理由

2

審議第１号（別紙２）

総－3 第１節

第４ 旭川市防災会議

（略）

■ 旭川市防災会議の構成

第１節

第４ 旭川市防災会議

（略）

■ 旭川市防災会議の構成

その他の修正

（分社化による名

称変更）

その他の修正

（新たに防災会議

委員に任命）



頁 新 旧 修正理由

3

審議第１号（別紙２）

総－6 第２節

第４ 指定地方行政機関

（略）

２ 旭川地方気象台

（１）気象，地象，地動，水象の観測及びその成果の収集並びに発表に関するこ

と。

（略）

第２節

第４ 指定地方行政機関

（略）

２ 旭川地方気象台

（１）気象，地象，水象等の観測及びその成果の収集並びに発表に関すること。

（略）

その他の修正

（文言修正）

総－7 第２節

第６ 指定公共機関

（略）

５ 北海道電力株式会社，北海道電力ネットワーク株式会社旭川支店

(1) 電力供給施設の防災対策に関すること。

(2) 災害時における電力の円滑な供給に関すること。

(3) ダムの放流等についての関係機関との連絡調整に関すること。

※北海道電力株式会社旭川水力センターが担う。

（略）

第２節

第６ 指定公共機関

（略）

５ 北海道電力株式会社

(1) 電力供給施設の防災対策に関すること。

(2) 災害時における電力の円滑な供給に関すること。

(3) ダムの放流等についての関係機関との連絡調整に関すること。

（略）

その他の修正

（分社化による名

称変更，事務分掌の

見直し）

総－9 第２節

第８ その他の機関

８ 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会

(1) ボランティア活動支援体制づくりに関すること。

(2) 災害時のボランティアに関すること。

第２節

第８ その他の機関

その他の修正

（新たに防災会議

委員に任命）



頁 新 旧 修正理由

4

審議第１号（別紙２）

総－10 第３節

第１ 市民

（略）

■ 市民の責務

第３節

第１ 市民

（略）

■ 市民の責務

北海道地域防災計

画の修正内容を踏

まえた修正

平常時 災害時

○ 避難の方法及び家族との連絡方法

（家庭の避難計画）の確認

○ 「最低３日分、推奨１週間」分の食料、

飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパ

ー、電気を使用しない石油ストーブな

ど生活用品等の備蓄、救急用品、モバイ

ルバッテリー等の非常持出品の準備

○ 隣近所との相互協力関係の構築

○ 災害危険区域等、地域における災害

の危険性の把握

○ 防災訓練、研修会等への積極的参加

による防災知識及び応急救護技術の習

得

○ 要配慮者の把握

○ 自主防災組織の結成及び活動の推進

○ 家具等の転倒防止

○ 災害教訓の伝承

○ ペットのえさの備蓄、ケージ等の準備

○ 地域における被災状況の把

握

○ 近隣の負傷者・要配慮者の救

助及び応急処置への協力

○ 初期消火活動等の応急対策

○ 避難所での自主的活動

○ 防災関係機関の活動への協

力

○ 自主防災組織の活動

○ ペットの保護管理

○ 避難についての協力

○ 災害を発見した場合の通報

平常時 災害時

○ 避難の方法及び家族との連絡方法（家

庭の避難計画）の確認

○３日分以上の食料、飲料水、携帯トイレ、

トイレットペーパーなど生活用品等の

備蓄、救急用品等の非常持出品の準備

○ 隣近所との相互協力関係の構築

○ 災害危険区域等、地域における災害の

危険性の把握

○ 防災訓練、研修会等への積極的参加に

よる防災知識及び応急救護技術の習得

○ 要配慮者の把握

○ 自主防災組織の結成及び活動の推進

○ 家具等の転倒防止

○ 災害教訓の伝承

○ ペットのえさの備蓄、ケージ等の準備

○ 地域における被災状況の把

握

○ 近隣の負傷者・要配慮者の救

助及び応急処置への協力

○ 初期消火活動等の応急対策

○ 避難所での自主的活動

○ 防災関係機関の活動への協

力

○ 自主防災組織の活動

○ ペットの保護管理

○ 避難についての協力

○ 災害を発見した場合の通報



頁 新 旧 修正理由

5

審議第１号（別紙２）

総－22 第５節

第３ 事故災害

事故災害については、次の事象を対象とする。

(1) 航空災害

空港及びその周辺並びにその他の地域において、航空機の墜落炎上等により

多数の死傷者を伴う大規模な事故災害

(2) 鉄道災害

鉄軌道における列車の衝突等により多数の死傷者を伴う大規模な事故災害

(3) 道路災害

道路構造物の被災又は国道、高速自動車国道等における車両の衝突等により、

大規模な救急救助活動や消火活動等が必要とされる事故災害

(4) 危険物等災害

危険物等（危険物、火薬類、高圧ガス、毒物・劇物、放射性物質）の漏洩、流

出、火災、爆発等により死傷者が多数発生する事故災害

(5) 大規模な火事災害

死傷者が多数発生する等の大規模火災による事故災害

(6) 林野火災

広範囲にわたり林野が焼失する等の事故災害

(7) 大規模停電災害

人命の救助・救出案件が発生し、交通、通信網などへの影響拡大が予想さ

れる事故災害

第５節

第３ 事故災害

事故災害については、次の事象を対象とする。

(1) 航空災害

空港及びその周辺並びにその他の地域において、航空機の墜落炎上等により

多数の死傷者を伴う大規模な事故災害

(2) 鉄道災害

鉄軌道における列車の衝突等により多数の死傷者を伴う大規模な事故災害

(3) 道路災害

道路構造物の被災又は国道、高速自動車国道等における車両の衝突等により、

大規模な救急救助活動や消火活動等が必要とされる事故災害

(4) 危険物等災害

危険物等（危険物、火薬類、高圧ガス、毒物・劇物、放射性物質）の漏洩、流

出、火災、爆発等により死傷者が多数発生する事故災害

(5) 大規模な火事災害

死傷者が多数発生する等の大規模火災による事故災害

(6) 林野火災

広範囲にわたり林野が焼失する等の事故災害

北海道地域防災計

画の修正内容を踏

まえた修正



頁 新 旧 修正理由

6

審議第１号（別紙２）

震－8 第１章 第３節

第１ 防災体制の整備

（略）

■ 市及び市施設の防災体制の整備

災害発生時に市及び市施設は，迅速かつ適切な防災活動ができるように，次の
対策を推進する。
○ 市組織の改編に伴う事務分掌等の見直し
○ 災害時優先業務の絞り込み，役割の分担等，防災体制の構築
○ 各職員の役割，行動等の周知徹底
○ 業務継続計画、災害時受援計画の見直し
○ 各応急対策マニュアルの作成
○ 災害予防対策の推進

（略）

第１章 第３節

第１ 防災体制の整備

（略）

■ 市及び市施設の防災体制の整備

災害発生時に市及び市施設は，迅速かつ適切な防災活動ができるように，次の
対策を推進する。
○ 市組織の改編に伴う事務分掌等の見直し
○ 災害時優先業務の絞り込み，役割の分担等，防災体制の構築
○ 各職員の役割，行動等の周知徹底
○ 各応急対策マニュアルの作成
○ 災害予防対策の推進

（略）

既に取り組んでい

る内容を反映（実態

に合わせた修正）

震－10 第１章 第３節

第３ 防災訓練の実施

◇現状と方針

災害時に適切な行動をとるためには，平常時の訓練の積み重ねによって実践的

な行動力を身に付けることが必要である。

本市では，防災訓練を通じて技能の向上を図ってきたが，今後も大規模地震の

発生等，様々な条件を想定して，防災関係機関，自主防災組織，ボランティア，

要配慮者を含めた地域住民等と連携した地域特性、災害リスクに応じた効果的な

防災訓練を実施する。

（略）

第１章 第３節

第３ 防災訓練の実施

◇現状と方針

災害時に適切な行動をとるためには，平常時の訓練の積み重ねによって実践的

な行動力を身に付けることが必要である。

本市では，防災訓練を通じて技能の向上を図ってきたが，今後も大規模地震の

発生等，様々な条件を想定して，防災関係機関，自主防災組織，ボランティア，

要配慮者を含めた地域住民等と連携した防災訓練を実施する。

（略）

北海道地域防災計

画の修正内容を踏

まえた修正

震－16 第１章 第５節

第１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の整備

◇現状と方針

本市では，災害時の指定緊急避難場所及び指定避難所（以下「避難場所等」と

いう。）として，大規模な公園，小中学校，高等学校等を避難場所等に指定して

いる。災害時には，一時に多数の避難者が集中するため，また，長期にわたる避

難生活が必要になるおそれがあるため，災害の状況や地域の実情にあわせた対応

が必要となる。今後も適正な避難場所等の確保、整備及び周知に努める。

（略）

第１章 第５節

第１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の整備

◇現状と方針

本市では，災害時の指定緊急避難場所及び指定避難所（以下「避難場所等」と

いう。）として，大規模な公園，小中学校，高等学校等を避難場所等に指定して

いる。災害時には，一時に多数の避難者が集中するため，また，長期にわたる避

難生活が必要になるおそれがあるため，災害の状況や地域の実情にあわせた対応

が必要となる。今後も適正な避難場所等の確保、整備に努める。

（略）

既に取り組んでい

る内容を反映（実態

に合わせた修正）



頁 新 旧 修正理由

7

審議第１号（別紙２）

震－16 第１章 第５節

第１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の整備

（略）

■ 避難場所等の指定及び周知

学校施設，公園等の安全性を調査し，避難場所等の指定又は指定解除を実施す

る。なお、指定した避難場所等はホームページなどを利用して引き続き住民に周

知する。

（略）

第１章 第５節

第１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の整備

（略）

■ 避難場所等の指定

学校施設，公園等の安全性を調査し，避難場所等の指定又は指定解除を実施す

る。

（略）

既に取り組んでい

る内容を反映（実態

に合わせた修正）

震－22 第１章 第６節

第６ 備蓄体制の整備

（略）

■ 家庭内備蓄の促進

食品，飲料水その他の生活必需物資の備蓄は，住民の責務とされ，各家庭で備
蓄（最低３日分、推奨１週間分）をするように啓発をする。

（略）

■ 市の備蓄の推進

現在，学校等に備蓄庫を設置し，アルファ化米，毛布、暖房器具、非常用発電機
等を備蓄している。今後も引き続き備蓄の充実を図る。
○ 備蓄食料及び物資の充実
○ 学校（避難所），総合防災センター，支所等への分散備蓄
○ 乳幼児やアレルギーの方に配慮した備蓄

第１章 第６節

第６ 備蓄体制の整備

（略）

■ 家庭内備蓄の促進

食品，飲料水その他の生活必需物資の備蓄は，住民の責務とされ，各家庭で備
蓄（３日分以上）をするように啓発をする。

（略）

■ 市の備蓄の推進

現在，学校等に備蓄庫を設置し，アルファ化米，毛布等を備蓄している。今後も
引き続き備蓄の充実を図る。
○ 備蓄食料及び物資の充実
○ 学校（避難所），総合防災センター，支所等への分散備蓄

○ 乳幼児やアレルギーの方に配慮した備蓄

北海道地域防災計

画の修正内容を踏

まえた修正

既に取り組んでい

る内容を反映（実態

に合わせた修正）

震－22 第１章 第６節

第７ 応援（受援）体制の整備

（略）

第１章 第６節

第７ 応援体制の整備

（略）

その他の修正

（文言修正）



頁 新 旧 修正理由

8

審議第１号（別紙２）

震－24 第１章 第６節

第１１ 文教対策の整備

（略）

■防災教育の推進

災害の知識や災害発生時の行動を身につけるため，児童，生徒等に対し，次の
ような対策を実施する。
○ 学校教育の場を活用した児童，生徒の発達段階に応じた防災教育の推進
○ 教職員，ＰＴＡ等に対する研修の実施
○ 防災に関するコンテンツや資機材・備蓄品等に関する情報提供・貸出

第１章 第６節

第１１ 文教対策の整備

（略）

■防災教育の推進

災害の知識や災害発生時の行動を身につけるため，児童，生徒等に対し，次の
ような対策を実施する。
○ 児童，生徒の発達段階に応じた防災教育
○ 教職員，ＰＴＡ等に対する研修の実施 北海道地域防災計

画を踏まえた修正

震－25 第１章 第７節

■ 施設の体系

第１章 第７節

■ 施設の体系

既に取り組んでい

る内容を反映（実態

に合わせた修正）

震－25 第１章 第７節

第１ 要配慮者への街づくり対策
（略）

■生活道路の整備の推進

道路の陥没や亀裂等による路面の段差等は，災害発生時の要配慮者の避難，要

配慮者への避難支援，救助，移送などに支障を来すおそれがあることから，避難

施設と要配慮者施設等を結ぶ避難路となり得る生活道路の整備やバリアフリー化

を推進する。

（略）

第１章 第７節

第１ 要配慮者への街づくり対策

既に取り組んでい

る内容を反映（実態

に合わせた修正）

項 目 担 当

第１ 要配慮者への街づくり

対策
福祉保険部，土木建設課，公共建築課

第２ 在宅の避難行動要支援

者への対策

福祉保険課，長寿社会課，介護保険課，障害福

祉課，市民活動課，地域まちづくり課，健康推

進課，子育て助成課，母子保健課，市民安心課

第３ 要配慮者利用施設の対

策

福祉保険課，障害福祉課，長寿社会課，介護保

険課， 予防指導課，他関係各課

第４ 外国人への対策 都市交流課

第５ 観光客への対策 観光課

項 目 担 当

第１ 要配慮者への街づくり

対策
福祉保険部，土木建設課，公共建築課

第２ 在宅の避難行動要支援

者への対策

福祉保険課，長寿社会課，介護保険課，障害福

祉課，市民活動課，地域まちづくり課，健康推

進課，母子保健課，市民安心課

第３ 要配慮者利用施設の対

策

福祉保険課，障害福祉課，長寿社会課，介護保

険課， 予防指導課，他関係各課

第４ 外国人への対策 都市交流課

第５ 観光客への対策 観光課
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審議第１号（別紙２）

震－27 第１章 第７節

第２ 在宅の避難行動要支援者への対策

（略）

■ 避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲

（略）

２ 次のいずれかに該当する者
(1) 要介護者又は要支援状態区分が要支援２に該当する要支援者
(2) 身体障害者手帳，療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてい
る者

(3) 次のいずれかの医療受給者証等の交付を受けている者
ア 特定医療費（指定難病）受給者証
イ 在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成認定証
ウ ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療受給者証
エ ウイルス性肝炎進行防止対策（肝炎治療特別促進事業）医療受給者証
オ 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証
カ 小児慢性特定疾病医療受給者証

（略）

第１章 第７節

第２ 在宅の避難行動要支援者への対策

（略）

■ 避難行動要支援者名簿に掲載する者の範囲

（略）

２ 次のいずれかに該当する者
(1) 要介護者又は要支援状態区分が要支援２に該当する要支援者
(2) 身体障害者手帳，療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてい
る者

(3) 次のいずれかの医療受給者証等の交付を受けている者
ア 特定医療費（指定難病）受給者証
イ 在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成認定証
ウ ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療受給者証
エ ウイルス性肝炎進行防止対策（肝炎治療特別促進事業）医療受給者証
オ 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証

（略）

既に取り組んでい

る内容を反映（実態

に合わせた修正）

震－28 第１章 第７節

第２ 在宅の避難行動要支援者への対策

（略）

■ 避難行動要支援者の避難支援等の体制の整備

（略）

防災関係機関及び避難支援等関係者の協力により避難行動要支援者の避難支援
等の体制の確立に努める。
○ 避難行動要支援者名簿を活用した在宅の避難行動要支援者の把握
○ 地域住民などの避難支援等関係者による避難支援等の体制の確立
○ 避難判断基準，伝達方法に関するマニュアルの作成
○ 避難個別支援計画の策定
○ 名簿情報の適切な管理

第１章 第７節

第２ 在宅の避難行動要支援者への対策

（略）

■ 避難行動要支援者の避難支援等の体制の整備

（略）

防災関係機関及び避難支援等関係者の協力により避難行動要支援者の避難支援
等の体制の確立に努める。
○ 避難行動要支援者名簿を活用した在宅の避難行動要支援者の把握
○ 地域住民などの避難支援等関係者による避難支援等の体制の確立
○ 避難判断基準，伝達方法に関するマニュアルの作成
○ 避難個別支援計画の策定

既に取り組んでい

る内容を反映（実態

に合わせた修正）

震－29 第１章 第７節
第５ 観光客への対策
（略）

【参考】

災害危険箇所（法令指定地）における情報伝達及び避難体制等

災害危険区域内の要配慮者利用施設一覧

避難施設と要配慮者利用施設等を結ぶ避難路候補一覧

第１章 第７節
第５ 観光客への対策
（略）

【参考】

災害危険箇所（法令指定地）における情報伝達及び避難体制等

災害危険区域内の要配慮者利用施設一覧

既に取り組んでい

る内容を反映（実態

に合わせた修正）
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審議第１号（別紙２）

震－37 第２章 第１節

第５ 事務分掌

■ 市災対本部の組織図

第２章 第１節
第５ 事務分掌

■ 市災対本部の組織図
その他の修正

（組織見直しに伴

う修正）
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審議第１号（別紙２）

震－40 ■ 災害対策の事務分掌 ■ 災害対策の事務分掌

その他の修正

（組織見直しに伴

う修正）

震－42 ■ 災害対策の事務分掌 ■ 災害対策の事務分掌

その他の修正

（組織見直しに伴

う修正）
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審議第１号（別紙２）

震－43 ■ 災害対策の事務分掌 ■ 災害対策の事務分掌

その他の修正

（組織見直しに伴

う修正）

震－62 第２章 第５節
■ 対策の体系

第２章 第５節

■ 対策の体系

その他の修正

（組織見直しに伴

う修正）
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審議第１号（別紙２）

震－65 第２章 第５節

第２ 消火活動

（略）

４ 通電火災への警戒

消防部，消防団及び北海道電力ネットワーク株式会社は，停電回復後の通電火
災や再燃を防止するため，被災地の警戒巡視を行う。また，住民に対し通電火災
への警戒について呼びかける。

第２章 第５節

第２ 消火活動

（略）

４ 通電火災への警戒

消防部，消防団及び北海道電力株式会社は，停電回復後の通電火災や再燃を防

止するため，被災地の警戒巡視を行う。また，住民に対し通電火災への警戒につ

いて呼びかける。

その他の修正

（分社化による名

称変更，事務分掌の

見直し）

震－67 第２章 第６節

第１ 応急医療活動

（略）

(2)救護所の設営

医事班は，救護所となる施設に医療用資器材，電源及び応急医療に必要な資機

材を搬送し設置する。水道が断水しているときは，水道部に緊急給水を要請す

る。

建築班は，救護所とする建物の応急危険度判定を行い，救護所としての利用可

能な措置をとる。停電のときは，北海道電力ネットワーク株式会社に早期復旧を

要請する。

第２章 第６節

第１ 応急医療活動

（略）

(2)救護所の設営

医事班は，救護所となる施設に医療用資器材，電源及び応急医療に必要な資機

材を搬送し設置する。水道が断水しているときは，水道部に緊急給水を要請す

る。

建築班は，救護所とする建物の応急危険度判定を行い，救護所としての利用可

能な措置をとる。停電のときは，北海道電力株式会社に早期復旧を要請する。

その他の修正

（分社化による名

称変更，事務分掌の

見直し）

震－74 第２章 第７節
第１ 避難活動

（略）

３ 避難誘導

住民の避難は徒歩による避難とする。なお，在宅の避難行動要支援者の避難

は，地域の住民が協力して行うが，住民では困難な場合は，第２，第３，第５

～９援護班が車両を手配して避難場所等まで搬送する。

■避難誘導者

第２章 第７節
第１ 避難活動

（略）

３ 避難誘導

住民の避難は徒歩による避難とする。なお，在宅の避難行動要支援者の避難

は，地域の住民が協力して行うが，住民では困難な場合は，第２，第３援護班

が車両を手配して避難場所等まで搬送する。

■避難誘導者

その他の修正

（文言修正）

避難対象 避難誘導担当者

住民 支所班，消防団員，警察官，自主防災組織等

在宅の避難行動要支援

者

原則として地域の住民の協力により行う。

※困難な場合は，第２，第３，第５～９援護班が行う。

教育施設・保育施設 教職員

要配慮者利用施設 施設職員

事業所等 施設の防火管理者，管理責任者等

交通機関 施設管理者及び乗務員

避難対象 避難誘導担当者

住民 支所班，消防団員，警察官，自主防災組織等

在宅の避難行動要支援

者

原則として地域の住民の協力により行う。

※困難な場合は，第２，第３援護班が行う。

教育施設・保育施設 教職員

要配慮者利用施設 施設職員

事業所等 施設の防火管理者，管理責任者等

交通機関 施設管理者及び乗務員
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審議第１号（別紙２）

震－79 第２章 第７節

第４ 広域避難

（略）

【参考】

指定避難所等一覧

災害危険箇所（法令指定地）における情報伝達及び避難体制等

災害危険区域内の要配慮者利用施設一覧

災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定

避難所施設使用に関する覚書

災害時における公衆浴場等の協力に関する協定書

災害時における機器の調達に関する協定書

福祉避難所の指定に関する協定書

災害時における緊急一時避難施設としての使用に関する協定書

避難所施設使用に関する協定書

災害時における介護用，福祉用具等の調達に関する協定書

福祉避難所の指定等及び人材派遣に関する協定

災害時における緊急避難場所としての使用に関する協定書

災害時における情報発信等に関する協定書

第２章 第７節

第４ 広域避難

（略）

【参考】

指定避難所等一覧

災害危険箇所（法令指定地）における情報伝達及び避難体制等

災害危険区域内の要配慮者利用施設一覧

災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定

避難所施設使用に関する覚書

災害時における公衆浴場等の協力に関する協定書

災害時における機器の調達に関する協定書

福祉避難所の指定に関する協定書

災害時における緊急一時避難施設としての使用に関する協定書

避難所施設使用に関する協定書

災害時における介護用，福祉用具等の調達に関する協定書

福祉避難所の指定等及び人材派遣に関する協定

災害時における緊急避難場所としての使用に関する協定書

その他の修正

（新たに協定を締

結したことによる

追記）

震－85 第２章 第８節

第５ 燃料の供給

（略）

【参考】

災害時における応急生活物資の供給等に関する協定

災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定

災害時における物資の供給等防災に関する協力協定

災害時等における北海道及び市町村相互の応援等に関する協定

災害時における石油類燃料の優先供給に関する協定書

災害時の相互応援に関する協定

災害時並びに日常の防災活動に関する支援及び協力協定

災害時における公衆浴場等の協力に関する協定書

災害時における物資調達に関する協定書

災害時における道北市長会構成市相互の応援に関する覚書

中核市災害相互応援協定

災害時における物資供給に関する協定書

災害時等における給電車による電力供給に関する協定

第２章 第８節

第５ 燃料の供給

（略）

【参考】

災害時における応急生活物資の供給等に関する協定

災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定

災害時における物資の供給等防災に関する協力協定

災害時等における北海道及び市町村相互の応援等に関する協定

災害時における石油類燃料の優先供給に関する協定書

災害時の相互応援に関する協定

災害時並びに日常の防災活動に関する支援及び協力協定

災害時における公衆浴場等の協力に関する協定書

災害時における物資調達に関する協定書

災害時における道北市長会構成市相互の応援に関する覚書

中核市災害相互応援協定

災害時における物資供給に関する協定書

その他の修正

（新たに協定を締

結したことによる

追記）
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審議第１号（別紙２）

震－90 第２章 第９節

第２ 緊急輸送

（略）

【参考】

緊急通行車両確認証明書の様式

臨時ヘリポート開設予定地

災害時における応急対策業務に関する協定

災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定

災害時における応急対策業務に関する協定

災害時等における北海道及び市町村相互の応援等に関する協定

災害応急対策用貨物自動車による物資の緊急・救援輸送等に関する協定書

災害時におけるバスによる緊急輸送の協力に関する協定書

災害時における航空機による緊急輸送業務の協力に関する協定

災害時等における船舶による輸送等に関する協定

災害時における物資の保管等に関する協定

災害時における緊急輸送等に関する協定

災害時における輸送車両提供の協力に関する協定書

第２章 第９節

第２ 緊急輸送

（略）

【参考】

緊急通行車両確認証明書の様式

臨時ヘリポート開設予定地

災害時における応急対策業務に関する協定

災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定

災害時における応急対策業務に関する協定

災害時等における北海道及び市町村相互の応援等に関する協定

災害応急対策用貨物自動車による物資の緊急・救援輸送等に関する協定書

災害時におけるバスによる緊急輸送の協力に関する協定書

災害時における航空機による緊急輸送業務の協力に関する協定

災害時等における船舶による輸送等に関する協定

災害時における物資の保管等に関する協定

災害時における緊急輸送等に関する協定

その他の修正

（新たに協定を締

結したことによる

追記）

震－106 第２章 第１４節

■ 対策の体系

第２章 第１４節

■ 対策の体系

その他の修正

（分社化による名

称変更，事務分掌の

見直し）



頁 新 旧 修正理由

16

審議第１号（別紙２）

震－107 第２章 第１４節

第１ ライフライン施設

（略）

３ 電力施設

電気施設の応急復旧対策は，北海道電力株式会社及び北海道電力ネットワー

ク株式会社が定める「防災業務計画」に基づいて行われる。

(1) 活動態勢

発令基準に従い警戒態勢，非常態勢及び特別非常態勢を発令し，体制を整備

する。

(2) 情報収集・提供

所定の系統に従い，社内外の情報を収集し，復旧対策を樹立するとともに，

停電，復旧見込みなどの状況について，旭川市に連絡する。また，旭川市災害

対策本部が設置された場合は，速やかに連絡員を派遣し，設備被害状況及び復

旧見込みなどの情報提供を行う。

(3) 通信確保

本，支店，重要発電所の相互間の主要通信回線に対しては，迂回ルート構成

を考慮するとともに，通信機器用予備電源の正常運転に十分な注意を払い通信

の確保を図る。なお，災害地域の現業機関には，臨時電話の仮設などを考慮す

る。

(4) 広報

災害時の停電，復旧見込みなどの状況について，ホームページ，ＳＮＳ（ツ

イッター，フェイスブック），ラジオ，テレビ及び報道機関などを通じて，速

やかに一般公衆に周知を図る。

(5) 要員の確保

支店は被害の状況により，要員が不足した場合は，本店に要員の確保を要請

し，本店は要員を融通する。

なお，被害が極めて大きく，管内の工事力に余力のない場合，または工事力

を動員してもなお応援隊を必要と判断される場合には，対策組織の長は，本店

を通じて知事に対して自衛隊の派遣を要請する。

(6) 資材等の調達

社内における調達を図り，なお，かつ不足するときは，関連工事会社，他電

力会社等からの融通等により調達を図る。

なお，必要により指定地方行政機関，地方公共団体等に対し，労務施設及び

設備又は物資の確保について応援を求める。

(7) 応急工事

災害に伴う応急工事については，恒久的復旧工事との関連及び情勢の緊急度

を勘案して，二次災害の防止に配慮しつつ，迅速，適切に実施する。

第２章 第１４節

第１ ライフライン施設

（略）

３ 電力施設

電気施設の応急復旧対策は，北海道電力株式会社及び北海道電株式会社が定

める「防災業務計画」に基づいて行われる。

(1) 活動態勢

発令基準に従い警戒態勢及び非常態勢を発令し，態勢を整備する。

(2) 情報収集

所定の系統に従い，社内外の情報を収集し，復旧対策を樹立する。

(3) 通信確保

本，支店、重要発電所の相互間の主要通信回線に対しては，迂回ルート構成

を考慮するとともに，通信機器用予備電源の正常運転に十分な注意を払い通信

の確保を図る。なお，災害地域の現業機関には，臨時電話の仮設などを考慮す

る。

(4) 広報

災害による停電および使用制限にあたっては、災害概況及び復旧見込みを直

接又は報道機関を通じてすみやかに需要家に周知を図る。

(5) 要員の確保

各支部は被害の状況により，支部管内の社外の応援を求め、なおかつ対処で

きないときは、本部に要請し、本部は融通動員する。

(6) 資材等の調達

社内における調達を図り，なお，かつ不足するときは，関連工事会社，他電

力会社等からの融通等により調達を図る。

なお，必要により指定地方行政機関，地方公共団体等に対し，労務施設及び

設備又は物資の確保について応援を求める。

(7) 応急工事

災害において、復旧単位、難易及び人員、資材の動員等を考慮して応急工事

を行い、極力送電の確保に努める。

その他の修正

（分社化による名

称変更，事務分掌の

見直し）
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審議第１号（別紙２）

風－1 第１章 第１節

■ 対策の体系

第１章 第１節

■ 対策の体系

その他の修正

（組織見直しに伴

う修正）

風－2 第１章 第１節

第１ 水害対策の推進

（略）

■ 避難体制の周知

水害発生時に住民の避難行動が迅速的確に実施できるよう指定避難所等の周知
及び避難行動について指導・啓発を実施する。特に震災時の避難行動との違いに
ついて留意する。
○ 洪水ハザードマップ等の周知
○ 災害リスクととるべき行動の理解促進
○ 避難訓練等の実施
○ 地域ごとの避難計画の策定指導
○ 水害に係る避難誘導標識等の検討

○ 危険箇所等の周知

（略）

第１章 第１節

第１ 水害対策の推進

（略）

■ 避難体制の周知

水害発生時に住民の避難行動が迅速的確に実施できるよう指定避難所等の周知
及び避難行動について指導・啓発を実施する。特に震災時の避難行動との違いに
ついて留意する。
○ 洪水ハザードマップ等の周知
○ 避難訓練等の実施
○ 地域ごとの避難計画の策定指導
○ 水害に係る避難誘導標識等の検討

○ 危険箇所等の周知

（略）

既に取り組んでい

る内容を反映（実態

に合わせた修正）

風－6 第１章 第２節

第１ 防災体制の整備

（略）

■ 市及び市施設の防災体制の整備

災害発生時に市及び市施設は，迅速かつ適切な防災活動ができるように，次の
対策を推進する。
○ 市組織の改編に伴う事務分掌等の見直し
○ 災害時優先業務の絞り込み，役割の分担等，防災体制の構築
○ 各職員の役割，行動等の周知徹底
○ 業務継続計画、災害時受援計画の見直し
○ 各応急対策マニュアルの作成
○ 災害予防対策の推進

（略）

第１章 第２節

第１ 防災体制の整備

（略）

■ 市及び市施設の防災体制の整備

災害発生時に市及び市施設は，迅速かつ適切な防災活動ができるように，次の
対策を推進する。
○ 市組織の改編に伴う事務分掌等の見直し
○ 災害時優先業務の絞り込み，役割の分担等，防災体制の構築
○ 各職員の役割，行動等の周知徹底
○ 各応急対策マニュアルの作成
○ 災害予防対策の推進

（略）

既に取り組んでい

る内容を反映（実態

に合わせた修正）



頁 新 旧 修正理由
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審議第１号（別紙２）

風－8 第１章 第２節

第３ 防災訓練の実施

◇現状と方針

災害時に適切な行動をとるためには，平常時の訓練の積み重ねによって実践的

な行動力を身に付けることが必要である。

本市では，防災訓練を通じて技能の向上を図ってきたが，今後も大規模地震の

発生等，様々な条件を想定して，防災関係機関，自主防災組織，ボランティア，

要配慮者を含めた地域住民等と連携した地域特性、災害リスクに応じた効果的な

防災訓練を実施する。

第１章 第２節

第３ 防災訓練の実施

◇現状と方針

災害時に適切な行動をとるためには，平常時の訓練の積み重ねによって実践的

な行動力を身に付けることが必要である。

本市では，防災訓練を通じて技能の向上を図ってきたが，今後も大規模地震の

発生等，様々な条件を想定して，防災関係機関，自主防災組織，ボランティア，

要配慮者を含めた地域住民等と連携した防災訓練を実施する。

北海道地域防災計

画の修正内容を踏

まえた修正

風－13 第１章 第４節

第１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の整備

◇現状と方針

本市では，災害時の指定緊急避難場所及び指定避難所（以下「避難場所等」と

いう。）として，大規模な公園，小中学校，高等学校等を避難場所等に指定して

いる。災害時には，一時に多数の避難者が集中するため，また，長期にわたる避

難生活が必要になるおそれがあるため，災害の状況や地域の実情にあわせた対応

が必要となる。今後も適正な避難場所等の確保、整備及び周知に努める。

第１章 第４節

第１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の整備

◇現状と方針

本市では，災害時の指定緊急避難場所及び指定避難所（以下「避難場所等」と

いう。）として，大規模な公園，小中学校，高等学校等を避難場所等に指定して

いる。災害時には，一時に多数の避難者が集中するため，また，長期にわたる避

難生活が必要になるおそれがあるため，災害の状況や地域の実情にあわせた対応

が必要となる。今後も適正な避難場所等の確保、整備に努める。

既に取り組んでい

る内容を反映（実態

に合わせた修正）

風－18 第１章 第６節

■対策の体系

第１章 第６節

■対策の体系

既に取り組んでい

る内容を反映（実態

に合わせた修正）

項 目 担 当

第１ 要配慮者への街づくり対策 福祉保険部，土木建設課，公共建築課

第２ 在宅の避難行動要支援者への

対策

福祉保険課，長寿社会課，介護保険課，障害福祉課，

市民活動課，地域まちづくり課，健康推進課，子育

て助成課，母子保健課，市民安心課

第３ 要配慮者利用施設の対策
福祉保険課，障害福祉課，長寿社会課，介護保険課，

予防指導課，他関係各課

第４ 外国人への対策 都市交流課

第５ 観光客への対策 観光課

項 目 担 当

第１ 要配慮者への街づくり対策 福祉保険部，土木建設課，公共建築課

第２ 在宅の避難行動要支援者への

対策

福祉保険課，長寿社会課，介護保険課，障害福祉課，

市民活動課，地域まちづくり課，健康推進課，母子

保健課，市民安心課

第３ 要配慮者利用施設の対策
福祉保険課，障害福祉課，長寿社会課，介護保険課，

予防指導課，他関係各課

第４ 外国人への対策 都市交流課

第５ 観光客への対策 観光課



頁 新 旧 修正理由

19

審議第１号（別紙２）

風－28 第２章 第１節

第６ 事務分掌

（略）

■ 市災対本部の組織図

第２章 第１節

第６ 事務分掌

（略）

■ 市災対本部の組織図

その他の修正

（組織見直しに伴

う修正）



頁 新 旧 修正理由

20

審議第１号（別紙２）

風－31 ■ 災害対策の事務分掌 ■ 災害対策の事務分掌

その他の修正

（組織見直しに伴

う修正）

風－33 ■ 災害対策の事務分掌 ■ 災害対策の事務分掌

その他の修正（組織

見直しに伴う修正）



頁 新 旧 修正理由

21

審議第１号（別紙２）

風－34 ■ 災害対策の事務分掌
（略）

■ 災害対策の事務分掌
（略）

その他の修正

（組織見直しに伴

う修正）



頁 新 旧 修正理由

22

審議第１号（別紙２）

風－36 第２章 第２節

第１ 災害関連情報の収集・伝達

（略）

■注意報・警報・特別警報の種類及び気象情報

（略）

第２章 第２節

第１ 災害関連情報の収集・伝達

（略）

■注意報・警報・特別警報の種類及び気象情報

（略）

既に取り組んでい

る内容を反映（実態

に合わせた修正）

注

意

報

気象注意報

風雪注意報・強風注意報・大雨注意報・大雪注意報・濃霧

注意報・雷注意報・乾燥注意報・着雪注意報・霜注意報・

低温注意報・融雪注意報・なだれ注意報

洪水注意報・浸水注意報・地面現象注意報

※浸水注意報・地面現象注意報は、大雨注意報などの気象注意報に含めて発

表する。

警

報

気象警報 暴風警報・暴風雪警報・大雨警報・大雪警報

洪水警報・浸水警報・地面現象警報

※浸水警報・地面現象警報は、大雨警報などの気象警報に含めて発表する。

特別警報 暴風特別警報・暴風雪特別警報・大雨特別警報・大雪特別警

報

気象情報 注意報・警報を補完する情報

記録的短時間

大雨情報

大雨警報発表時に、現在の降雨がその地域にとって災害の発

生につながるような、まれにしか観測しない雨量であること

を知らせるために発表

早期注意情報（警

報級の可能性）

警報級の現象が５日先までに予想されるときに，その可能性

を高さに応じて[高]，[中]の２段階で伝える情報

竜巻注意情報
積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい

突風に対して注意を呼びかける情報

注

意

報

気象注意報

風雪注意報・強風注意報・大雨注意報・大雪注意報・濃霧

注意報・雷注意報・乾燥注意報・着雪注意報・霜注意報・

低温注意報・融雪注意報・なだれ注意報

洪水注意報・浸水注意報・地面現象注意報

※浸水注意報・地面現象注意報は、大雨注意報などの気象注意報に含めて

発表する。

警

報

気象警報 暴風警報・暴風雪警報・大雨警報・大雪警報

洪水警報・浸水警報・地面現象警報

※浸水警報・地面現象警報は、大雨警報などの気象警報に含めて発表する。

特別警報 暴風特別警報・暴風雪特別警報・大雨特別警報・大雪特別警

報

気象情報 注意報・警報を補完する情報

記録的短時間

大雨情報

大雨警報発表時に、現在の降雨がその地域にとって災害の発

生につながるような、まれにしか観測しない雨量であること

を知らせるために発表

竜巻注意情報
積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい

突風に対して注意を呼びかける情報



頁 新 旧 修正理由

23

審議第１号（別紙２）

風－39 第２章 第２節

第１ 災害関連情報の収集・伝達

（略）

■ 予報，特別警報・警報・注意報及び情報等の伝達経路

第２章 第２節

第１ 災害関連情報の収集・伝達

（略）

■ 予報，特別警報・警報・注意報及び情報等の伝達経路

その他の修正

（文言修正）

風－40 ■ 洪水予報（指定河川洪水予報）の伝達経路 ■ 洪水予報（指定河川洪水予報）の伝達経路

その他の修正

（文言修正）



頁 新 旧 修正理由

24

審議第１号（別紙２）

風－41 ■ 浸水想定区域への伝達経路（指定河川洪水予報・水位情報） ■ 浸水想定区域への伝達経路（指定河川洪水予報・水位情報）

その他の修正

（文言修正）

風－42 ■ 特別警報等の伝達経路 ■ 特別警報等の伝達経路

その他の修正

（文言修正）



頁 新 旧 修正理由

25

審議第１号（別紙２）

風－59 第２章 第８節

第１ 避難活動

（３）洪水等の避難情報の発令判断基準

第２章 第８節

第１ 避難活動

（３）洪水等の避難情報の発令判断基準

既に取り組んでい

る内容を反映（実態

に合わせた修正）

風－62 第２章 第８節
第１ 避難活動

第２章 第８節
第１ 避難活動

区分

種類
洪水予報指定河川 水位周知河川 左記以外の中小河川，内水等

【警戒レ

ベル３】

避難準

備・高齢

者等避難

開始

○ 氾濫警戒情報

（警戒レベル３

相当情報［洪水］）

が発表された場

合。

○ 洪水警報

が発表され

た場合。

○ 避難判断

水位（レベル

３水位）に到

達した場合。

○ 大雨警報（浸水害）及び

洪水警報が発表された場

合。

○ 近隣での浸水，河川の増

水により浸水の危険が高い

と判断された場合。

〇 水門操作が予測される場

合

○ 軽微な漏水・浸食等が発見された場合。

○ 避難準備・高齢者等避難開始の発令が必要となるような強い降

雨を伴う台風等が，夜間から明け方に接近・通過することが予想

される場合。

【警戒レ

ベル４】

避難勧告

○ 氾濫危険情報

（警戒レベル４

相当情報［洪水］）

が発表された場

合。

○ 氾濫危険

水位（レベル

４水位）に到

達した場合。

○ 近隣での浸水が拡大して

いる場合。

○ 排水先の河川の水位が高

くなり，排水ポンプの運転

停止水位に到達することが

見込まれる場合。

○ 水門の閉扉が予測される

場合

○ 異常な漏水・浸食等が発見された場合。

○ 避難勧告の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が，

夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合。

避難指示

（緊急）

○ 氾濫危険水位

を越えた状態で，

計画高水位に到

達するおそれが

高い場合。

○ 計画高水

位に到達す

るおそれが

高い場合。

○ 近隣で浸水が床上に及ん

でいる場合。

○ 排水先の河川の水位が高

くなり，排水ポンプの運転

を停止，水門を閉鎖した場

合。

○ 異常な漏水・浸食の進行や亀裂・すべりの発生等により決壊の

おそれが高まった場合。

○ 樋門・水門等の施設の機能支障が発見された場合。

【警戒レ

ベル５】

災害発生

情報

○ 氾濫発生情報

（警戒レベル５

相当情報［洪水］）

が発表された場

合。

○ 決壊や越水・溢水が発生した場合。

区分

種類 洪水予報指定河川 水位周知河川 左記以外の中小河川、内水等

【警戒レ

ベル３】

避難準

備・高齢

者等避難

開始

○ 氾濫警戒情報

（警戒レベル３

相当情報［洪水］）

が発表された場

合。

○ 洪水警報

が発表され

た場合。

○ 避難判断

水位（レベ

ル３水位）

に到達した

場合。

○ 大雨警報（浸水害）及び

洪水警報が発表された場

合。

○ 近隣での浸水、河川の増

水により浸水の危険が高い

と判断された場合。

○ 軽微な漏水・浸食等が発見された場合。

○ 避難準備・高齢者等避難開始の発令が必要となるような強い降

雨を伴う台風等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想

される場合。

【警戒レ

ベル４】

避難勧告

○ 氾濫危険情報

（警戒レベル４

相当情報［洪水］）

が発表された場

合。

○ 氾濫危険

水位（レベ

ル４水位）

に到達した

場合。

○ 近隣での浸水が拡大して

いる場合。

○ 排水先の河川の水位が高

くなり、排水ポンプの運転

停止水位に到達することが

見込まれる場合。

○ 異常な漏水・浸食等が発見された場合。

○ 避難勧告の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等

が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合。

避難指示

（緊急）

○ 氾濫危険水位

を越えた状態で、

計画高水位に到

達するおそれが

高い場合。

○ 計画高水

位に到達す

るおそれが

高い場合。

○ 近隣で浸水が床上に及ん

でいる場合。

○ 排水先の河川の水位が高

くなり、排水ポンプの運転

を停止、水門を閉鎖した場

合。

○ 異常な漏水・浸食の進行や亀裂・すべりの発生等により決壊の

おそれが高まった場合。

○ 樋門・水門等の施設の機能支障が発見された場合。

【警戒レ

ベル５】

災害発生

情報

○ 氾濫発生情報

（警戒レベル５

相当情報［洪水］）

が発表された場

合。

○ 決壊や越水・溢水が発生した場合。
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（略）

３ 避難誘導

(1) 避難誘導

避難誘導は，災害の規模及び状況に応じて，最も近い避難場所等まで次のと

おり行う。避難は原則として徒歩とする。なお，在宅の避難行動要支援者の避

難は，地域の住民が協力し車両を活用するなどして行うが，住民では困難な場

合は，第２，第３，第５～９援護班が車両を手配して避難所まで搬送する。

（略）

（略）

３ 避難誘導

(1) 避難誘導

避難誘導は，災害の規模及び状況に応じて，最も近い避難場所等まで次のと

おり行う。避難は原則として徒歩とする。なお，在宅の避難行動要支援者の避

難は，地域の住民が協力し車両を活用するなどして行うが，住民では困難な場

合は，第２，第３援護班が車両を手配して避難所まで搬送する。

（略）

その他の修正

（文言修正）

風－63 第２章 第８節
第１ 避難活動
（略）

■避難誘導者

（略）

第２章 第８節
第１ 避難活動
（略）

■避難誘導者

（略）

その他の修正

（文言修正）

風－65 第２章 第８節

第４ 広域避難

（略）

【参考】

指定避難所等一覧

災害危険箇所（法令指定地）における情報伝達及び避難体制等

災害危険区域内の要配慮者利用施設一覧

災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定

避難所施設使用に関する覚書

災害時における公衆浴場等の協力に関する協定書

第２章 第８節

第４ 広域避難

（略）

【参考】

指定避難所等一覧

災害危険箇所（法令指定地）における情報伝達及び避難体制等

災害危険区域内の要配慮者利用施設一覧

災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定

避難所施設使用に関する覚書

災害時における公衆浴場等の協力に関する協定書

災害時における機器の調達に関する協定書

避難対象 避難誘導担当者

住民 支所班，消防団員，警察官，自主防災組織等

在宅の避難行動要支援

者

原則として地域の住民の協力により行う。

※困難な場合は，第２，第３，第５～９援護班が行う。

教育施設・保育施設 教職員

要配慮者利用施設 施設職員

事業所等 施設の防火・防災管理者及び管理責任者等

交通機関 施設管理者及び乗務員

避難対象 避難誘導担当者

住民 支所班，消防団員，警察官，自主防災組織等

在宅の避難行動要支援

者

原則として地域の住民の協力により行う。

※困難な場合は，第２，第３援護班が行う。

教育施設・保育施設 教職員

要配慮者利用施設 施設職員

事業所等 施設の防火・防災管理者及び管理責任者等

交通機関 施設管理者及び乗務員
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災害時における機器の調達に関する協定書

福祉避難所の指定に関する協定書

災害時における緊急一時避難施設としての使用に関する協定書

避難所施設使用に関する協定書

災害時における介護用、福祉用具等の調達に関する協定書

福祉避難所の指定等及び人材派遣に関する協定

災害時における緊急避難場所としての使用に関する協定書

災害時における協力に関する協定

洪水時における緊急避難場所としての使用及び災害時における応急生活物資の

供給等に関する協定

災害時における施設使用その他の協力に関する協定

災害時における情報発信等に関する協定書

福祉避難所の指定に関する協定書

災害時における緊急一時避難施設としての使用に関する協定書

避難所施設使用に関する協定書

災害時における介護用、福祉用具等の調達に関する協定書

福祉避難所の指定等及び人材派遣に関する協定

災害時における緊急避難場所としての使用に関する協定書

災害時における協力に関する協定

洪水時における緊急避難場所としての使用及び災害時における応急生活物資の

供給等に関する協定

災害時における施設使用その他の協力に関する協定

その他の修正

（新たに協定を締

結したことによる

追記）

風－68 第２章 第９節

第５ 燃料の供給

（略）

【参考】

災害時における応急生活物資の供給等に関する協定

災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定

災害時における物資の供給等防災に関する協力協定

災害時等における北海道及び市町村相互の応援等に関する協定

災害時における石油類燃料の優先供給に関する協定書

災害時の相互応援に関する協定

災害時並びに日常の防災活動に関する支援及び協力協定

災害時における公衆浴場等の協力に関する協定書

災害時における物資調達に関する協定書

災害時における道北市長会構成市相互の応援に関する覚書

中核市災害相互応援協定

災害時における物資供給に関する協定書

災害時における応急生活物資等の供給等に関する協定

災害時における物資の保管等に関する協定

災害時等における給電車による電力供給に関する協定

第２章 第９節

第５ 燃料の供給

（略）

【参考】

災害時における応急生活物資の供給等に関する協定

災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定

災害時における物資の供給等防災に関する協力協定

災害時等における北海道及び市町村相互の応援等に関する協定

災害時における石油類燃料の優先供給に関する協定書

災害時の相互応援に関する協定

災害時並びに日常の防災活動に関する支援及び協力協定

災害時における公衆浴場等の協力に関する協定書

災害時における物資調達に関する協定書

災害時における道北市長会構成市相互の応援に関する覚書

中核市災害相互応援協定

災害時における物資供給に関する協定書

災害時における応急生活物資等の供給等に関する協定

災害時における物資の保管等に関する協定

その他の修正

（新たに協定を締

結したことによる

追記）

風－70 第２章 第１０節

第２ 緊急輸送

第２章 第１０節

第２ 緊急輸送
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（略）

【参考】

緊急通行車両確認証明書の様式

臨時ヘリポート開設予定地

災害時における応急対策業務に関する協定

災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定

災害時における応急対策業務に関する協定

災害時等における北海道及び市町村相互の応援等に関する協定

災害応急対策用貨物自動車による物資の緊急・救援輸送等に関する協定書

災害時におけるバスによる緊急輸送の協力に関する協定書

災害時における航空機による緊急輸送業務の協力に関する協定

災害時等における船舶による輸送等に関する協定

災害時における緊急輸送等に関する協定

災害時における輸送車両提供の協力に関する協定書

（略）

【参考】

緊急通行車両確認証明書の様式

臨時ヘリポート開設予定地

災害時における応急対策業務に関する協定

災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定

災害時における応急対策業務に関する協定

災害時等における北海道及び市町村相互の応援等に関する協定

災害応急対策用貨物自動車による物資の緊急・救援輸送等に関する協定書

災害時におけるバスによる緊急輸送の協力に関する協定書

災害時における航空機による緊急輸送業務の協力に関する協定

災害時等における船舶による輸送等に関する協定

災害時における緊急輸送等に関する協定

その他の修正

（新たに協定を締

結したことによる

追記）
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事－29 第８節 大規模停電災害対策

第１ 基本方針

大規模停電により，市民の生命，身体，財産に被害が生じた場合，または生じ

るおそれがある場合に，早期に初動体制を確立して，その拡大を防御し，被害の

軽減を図るため，関係機関が実施する各種の予防，応急対策について定める。

第２ 予防対策計画

関係機関は，それぞれの組織を通じて相互に協力するとともに，大規模停電災

害を未然に防止し，または被害を軽減するため，必要な対策を実施する｡

１ 北海道電力株式会社及び北海道電力ネットワーク株式会社

(1) 電力施設及び設備被害の軽減，復旧の迅速化を図るため，別に定める「防災

業務計画」によって災害予防措置を講ずる｡

(2) 電力設備については，国の基準等に基づく耐震性を確保することはもとより，

設備構成の多重化や系統監視・制御システム等により電力供給システム全体と

しての耐震性機能を確保する。

(3) 災害対策を円滑かつ適切に推進するため，関係機関と連携し，防災訓練を実

施するなど，災害発生時に対策が有効に機能することを確認する。

２ 関係機関

(1) 災害時における応急活動等に関し，あらかじめ協定の締結を行うなど，平常

時から関係機関相互の連携体制の強化を図る。

(2) 非常用電源を整備するとともに，その燃料を満量にしておくなど，停電時に

対応できる電源を確保する｡

(3) 市民に向けて，通電火災といった大規模停電時に起こりうる事故等について

周知を行う｡

(4) 関係機関と相互に連携して，実践的な防災訓練を実施し，災害時の活動手順，

関係機関との連携等について，徹底を図るとともに，体制の改善等，必要な措

置を講ずる｡

(5) 関係機関と相互に連携して，電力供給がひっ迫した際の連絡体制や節電対策

を整備する。

３ 病院等の防災上重要な施設

病院等の医療機関その他の防災上重要な施設は，非常用電源を整備するとと

もに，その燃料を満量にしておくなど，停電時に対応できる電源の確保に努め

る。

北海道地域防災計

画の修正内容を踏

まえた修正



頁 新 旧 修正理由

30

審議第１号（別紙２）

第３ 応急対策計画

市及び関係機関は，大規模停電による災害から住民等の身体，生命の保護を図

るため，その状況に応じて応急活動体制を整え，相互に連携を図りながら応急対

策を実施する｡

１ 情報通信

(1) 情報通信連絡系統

大規模停電災害が発生し，又はまさに発生しようとしている場合の連絡系統

は，次のとおりとする｡

■連絡系統

(2) 実施事項

ア 関係機関は，災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保す

る。

イ 関係機関は，災害情報の収集に努めるとともに，把握した情報について迅速

に他の機関に連絡する。

ウ 関係機関は，相互に緊密な情報交換を行い，情報の確認，共有化，応急対策

の調整等を行う。

２ 災害広報

災害応急対策の実施に当たり，正確な情報を迅速に提供することにより混乱

の防止を図るため，停電地域の住民に対して行う災害広報は，震災対策編 第

２章 第３節 第１「災害広報活動」の定めによるほか，次により実施する。

(1) 実施機関

市，北海道，北海道警察，北海道電力株式会社及び北海道電力ネットワーク

株式会社

(2) 実施事項

実施機関は，地域住民や帰宅困難者などからの問合せ等に対応する体制を整

北海道地域防災計

画の修正内容を踏

まえた修正
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えるほか，地域住民等に役立つ次の情報について，正確に，きめ細かく，適切

に提供する。また，情報提供は多言語で実施するなど，外国人に対して十分に

配慮する。

ア 停電及び停電に伴う災害の状況

イ 関係機関の災害応急対策に関する情報

ウ 停電の復旧の見通し

エ 避難の必要性等，地域に与える影響

オ その他必要な事項

３ 応急活動体制

(1) 市

市は，大規模停電災害が発生し，又は発生するおそれがある場合，その状況に

応じて応急活動体制を整え，その地域に係る災害応急対策を実施する。

(2) 北海道

知事は，大規模停電災害が発生し，又は発生するおそれがある場合，その状況

に応じ北海道地域防災計画第３章第１節「組織計画」の定めるところにより災害

応急対策を実施する｡

(3) 防災関係機関

関係機関の長は，大規模停電災害が発生し，又は発生するおそれがある場合，

その状況に応じて応急活動体制を整え，関係機関と連携をとりながら，その所管

に係る災害応急対策を実施する｡

(4) 北海道電力株式会社及び北海道電力ネットワーク株式会社

ア 電力施設及び設備被害の軽減，復旧の迅速化を図るため，別に定める「防災

業務計画」 によって災害応急対策を講ずる。

イ 早期の停電復旧活動を行うために，防災体制を発令，対策要員を招集し，非

常事態対策組織を設置して非常災害対策活動を実施する。

ウ 大規模な災害が発生し，北海道電力株式会社，北海道電力ネットワーク株

式会社で早期停電解消が困難な場合に備え，関係機関及び他電力会社との連

携・協力体制も整備する。

４ 消防活動

大規模停電災害時における消防活動については，震災対策編 第２章 第５

節「救助・救急・消火」の定めにより実施する。

５ 医療救護

大規模停電災害時における医療救護については，震災対策編 第２章 第６

節「医療救護」の定めにより実施する。
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６ 交通対策

大規模停電災害時における交通対策については，震災対策編 第２章 第９

節「交通対策・緊急輸送」の定めにより実施する。

７ 避難所対策

大規模停電災害時における避難所対策については，震災対策編 第２章 第７

節「避難」の定めにより実施する。

８ 応急電力対策

（1）緊急的な電力供給

北海道電力株式会社，北海道電力ネットワーク株式会社は，道や市町村等と優

先度を協議の上，関係機関，避難施設等へ発電機車などによる緊急的な電力供給

を行う｡

（2）通信機器等の充電対策

関係機関は，必要に応じて，スマートフォンや携帯電話，その他充電が必要と

なる機器等を有している被災者に対して，庁舎や管理施設等を開放し，電源の提

供や民間事業者等と連携して充電機器等の提供に努める。

９ 給水対策

大規模停電災害時における給水対策については，震災対策編 第２章 第８

節 第１「給水活動」の定めにより実施する。

１０ 石油類燃料の供給対策

大規模停電災害時における石油類燃料の供給対策については，震災対策編

第２章 第８節 第５「燃料の供給」の定めるところによる。

１１ 防犯対策

大規模停電災害時における防犯対策については，震災対策編 第２章 第１

０節「災害警備」の定めるところによる。

１２ 自衛隊派遣要請

大規模停電災害時における自衛隊派遣要請については，震災対策編 第２章

第４節 第１「自衛隊の災害派遣」の定めるところによる。

１３ 広域応援

市は，災害の規模により，それぞれ単独では十分な災害応急対策を実施でき

ない場合，国，道，自衛隊，他の消防機関及び他市町村に対し，応援を要請す

る。
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第４ 災害復旧計画

大規模な停電災害により，地域の壊滅，又は社会経済活動への甚大な被害が生

じた場合，市は，被災の状況，地域の特性，被災者の意向等を踏まえ，関係機関

との密接な連携のもと，迅速かつ円滑に復旧を進める｡
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